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総

務

省
令
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三
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文
部
科
学
省

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
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地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
等
）

（
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
等
）

第
百
六
十
五
条
の
二

［
略
］

第
百
六
十
五
条
の
二

［
同
上
］

２

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

２

［
同
上
］

る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
が
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十

六

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
が
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
若
し
く
は
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
業
務
（
同

四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
ま
た
は
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
業
務
（
同

号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）
又
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合

号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）
を
行
う
場
合

［
七
～
十
一

略
］

［
七
～
十
一

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


